
本市職員 民間事業者 権利者

建物調査等

承諾

土地評価

相談したい

場合は…

相談

窓口

登記
(分筆・所有権移転等)

同行

建物等移転・撤去

工事発注

登記完了後

⇒補償金支払（前金）

民間事業者

補償

コンサルタント

適宜

同行

建物等調査

初回ごあいさつ

・補償説明

補償照査

建物等調査成果確認

契約内諾補償額提示

同行

土地売買

・補償契約締結

明渡立会

・確認

補償金支払（残金）
建物撤去等

確認後

不動産鑑定士

鑑定

依頼

用地取得完了

同行

適宜同行


